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参考資料
公益法人会計基準について

昭 和 5 2 年 3 月 4 日

公益法人監督事務連絡協議会

本会計基準の設定の経緯

昭和46年12月, 行政管理庁は, 公益法人の指導監督に関する勧告の中で,

主務官庁は, 公益法人の会計, 経理に関する事務処理の基準を設けて, 適切

な指導を行うことについて指摘した。

公益法人の会計, 経理の適正化については, 行政管理庁の勧告を待つまで

もなく, 各省庁は, かねてよりその必要性を痛感しているところであるので,

この勧告を機会に, 公益法人監督事務連絡協議会 ( 昭和46年12月22日, 各府

省庁文書課長会議決定) において, 本格的な検討に入り, 会計に関する学識

経験者に原案の作成を委託し, その原案を基に作成したものである。

2 本会計基準の性格

この会計基準は, 公益法人会計に関する一般的, 標準的な基準を示したも

のであり, 公益法人会計の理論及び実務の進展に即して, 今後, 更に, 充実

と改善を図って行こうとするものである。

3 本会計基準の取扱い

主務官庁は, この会計基準をすべての公益法人に適用するよう指導するも

のとす る。

ただし, 主務官庁が, この会計基準を適用することが適当でないと判断し

た法人については, 当分の間, この会計基準の一部又は全部を適用しないこ

とが で きる。

4 本会計基準の実施時期

本会計基準は, 昭和53年4 月1 日以降, できるだけすみやかに実施するも

のとす る。
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公益法人会計基準
第1

1

総則

目的及び適用範囲

(1) この会計基準は民法 ( 明治29年法律第89号) 第34条の規定に

立された公益法人 ( 以下「公益法人」という。) の会計につぃてそ。

べき基準を定め, 公益法人の健全なる運営に資することを目的と

(2) この会計基準は, 公益法人が行う事 業のうち, 一般に公正妥当

られる企業会計の基準を適用することがより合理的な事業につい

この基準を適用しない。

2 一般原則

公益法人は, 次に掲げる原則に従って, 予算書, 会計帳簿及び計

(収支計算書, 貸借対照表及び財産目録をいう。以下同じ) を作成しな{

ばな らな い。

(1) 収入及び支出は, 予算書に基づいて行わなければならない。

(2) 会計帳簿は, 複式簿記の原則に従って正しく記帳しなければなら1

(3) 計算書類は, 会計帳簿に基づいて事業及び財務の状況に関する真

内容を明瞭に表示するものでなければならない。

(4) 会計処理の原則及び手続き並びに計算書類の表示方法は, 毎事業年

これを継続して適用し, みだりに変更してはならない。

3 事業年度

公益法人の事業年度は, 定款又は寄付行為で定められた期間によるもの

する。

4 会計区分

公益法人は, 特定の事業目的のために特別会計を設けることができる。

5 勘定科目

予算書及び計算書類の勘定科目は,
第2 予算書
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予算書の内容

予算書は, 当該事業年度において見込まれるすべての収入及び支出の内

容を明瞭に表示するものでなければならない。
予算書の構成

予算書は, "収入予算及び支出予算から構成されるものとする。

なお, 借入金限度額及び債務負担額については,・これを予算書に明記す

るものとする。

予算書の作成

予算書は, 原則として, 当該事業年度の始まる以前に作成しなければな

らない。ただし, 当該事業年度中においてこれを変更することができる。

予算書の様式

予算書は, 別表2の様式に準じ作成するものとする。 この場合において,

特別会計を設けているときは, 別表6の様式に準じ総括表を併せて作成す
るもの とす る。

会計帳簿(
1 主要簿

公益法入は, 次の主要簿を備え, すべての取引を記帳しなければならない。

(1) 仕訳帳
(2) 総勘定元帳

補助簿

公益法人は, 原則として次に掲げる補助簿を備え, 関係事項を記帳しな
ければならない。

現金出納帳

預金出納帳

収支予算の管理に必要な帳簿

固定資産台帳

基本財産明細帳

会費明細帳
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3 会計帳簿の様式

会計帳簿は, 公正な会計慣行の様式により作成するものとする。
第4 収支計算書
1 収支計算書の内容
収支計算書は, 当該事業年度のすべての収入及び支出の内容を表示
とともに, 正味財産の増減を明らかにするものでなければならな0 。

2 収支計算書の構成
収支計算書は, 収支の予算額と決算額とを対比して表示しなければ

ない。

この場合において予算額 と決算額とQ 差異が著しい項 目については, 5
の理由を収支計算書の備考欄に注記するもの とす る。
3 収支計算書の区分

収支計算書は, 収支計算の部 と正 味財産増減計算の部に区分しなけ '
ならない。 ただし, 正味財産の増減がきわめて少額である場合等相
由があるときは, 正味財産増滅計算の部 を省略することが できる。 こ
合においては, 当該項目及び金額を収支計算書又は貸借対照表に注記
ければならない。

4゙ 収支計算書の様式

収支計算書は, 別表 3 の様式に準 じ作成するもの とす る。 この場合゛
いて特別会計を設けているときは, 別表 7 の様式に準 じ総括表を併せ
成するもの とす る。

第5 貸借対照表

1 貸借対照表の内容

貸借対照表は, 当該事業年度末現在におけるすべての資産, 負債
味財産の状態を表示するものでなければならない。
2 貸借対照表の区分

貸借対照表は, 資産の部, 負債の部及び正味財産の部 に分 ち, 更 一"・
の部 を流動資産及び固定資産に, 負債の部 を流動負債及び固定負債に
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しな けれ ば ならな い。

資産の貸借対照表価額は, 取得価額又はこの額から相当の滅価額を控除

した額、とする。物 々交換, 受贈等によって取得した資産の取得価額は, そ

の取得時における公正な評価額とする

4 正味財産

(1) 正味財産は, 基本金と剰余金に区別しなければならない。

(2) 基本金は, 財団法人にあっては基本財産の額及び当該法人が基本金と

定めた額を, 社団法人にあっては当該法人が基本金と定めた額をいう

(3) 剰余金は, 正味財産の額が基本金の額を超える部分をいい, 次期繰越

収支差額と次期繰越増減差額とに区分される

5 貸借対照表の様式

貸借対照表は, 別表4 の様式に準じ作成するものとする。 この場合にお

いて, 特別会計を設けているときは, 別表 8 の様式に準じ総括表を併せて

作成するものとする

6 財産目録

1 財産目録の内容

財産目録は, 当該事業年度末現在におけるすべての資産及び負債にっき,

その名称, 数量, 価額等を詳細に表示するものでなければならない。

2 財産目録の区分

財産目録は, 資産の部と負債の部に区分しなければならない。

3 財産目録の価額

財産目録に記載する資産及び負債の価額は, 帳簿価額とする。
4 財産目録の様式

財産目録は, 別表 5の様式に準じ作成するものとする。

7 書類の保存

公益法人の予算書, 会計帳簿及び計算書類は, 最低10年間保存しなけれ
ばならな い。
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第8 会計処理規程

公益法人は, この会計基準に基づき, 固定資産管理者, 出納W

計帳簿, 収支の期間区分に関する事項, 予算の流用に関する事項

理のために必要とする事項について会計処理規程を作らなければな

別表 r       勘  定  科   目

ー 予算書 及び収支計算書 にかかわる勘 定科 目及 び取扱要領

1 収支計算の部 '゙

(収人の部 )

勘 疋 科 目 ′日h  士乱 R 6

大 科 目 中 科 目
仙 ブノX 女

基本財産運用収入

事業収入

入会金収人

会費収入

補助金収入

助成金収人

基本財産利息収入
基本財産配当金収入
基本財産賃貸料収人

○○事業収入
○○受託収入

入会金収入

正会員会費収入
特別会員会費収入 1

賛助会員会費収入 

国庫補助金収人
地方公共団体補助金収入
民間補助金収入

国庫助成金収入
地方公共団体助成金収入 1

基本財産の運用にj

影二 Z品貴;
含む。
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担金収入

付金収入

本財産収入

定資産売却収人

入金収入

入金収入

積立預金取崩収入

前期繰越収支差額

(支出の部 )

管理費

民間助成金収入

負担金収入

寄付金収入
募金収入

受取利息

雑収入

基本財産収入

土地売却収入
建物売却収人
構築物売却収人
車両運搬具売却収入
什器備品売却収入

借入金収入

繰入金収入

退職給与積立預金取崩収入
減価償却積立預金取崩収入
会館建設積立預金取崩収入

前期繰越収支差額

運用財産の運用による利息収

基本財産として指定された現
金, 預金収入。
固定資産の売却による収入。

他会計よりの受入金。

前年度末の貸借対照表の次期
繰越収支差額。

原則として, 当該法人の各種
の事業を管理するため, 毎年
度固定的に要する支出
(未払額を含む)。
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○○事業費

役貝報酬
給料手当
退職金
退職給与引当金繰入額

福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
火災保険料
諸謝金
租税公課
負担金
雑費

給料手当
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費

当年度において債務として計
上すべき退職給与の見積額。

借入金の支払利息, 手形割引
料等を含む。

原則として, 当該法人の事業
目的のために直接要した支出
で管理費以外のもの。
配分の困難なものについては
管理費に一括計上してもよい。
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燃料費

固定資産取得支出

借入金返済支出

積立預金支出

繰人金支出

予備費

次期繰越収支差額

光熱水料費
賃借料
火災保険料
諸謝金
租税公課
負担金
助成金支出
寄附金支出
○○委託費
雑費

土地購入費
建物建設購入費
構築物建設購入費
車両運搬具購入費
什器備品購入費

借入金返済支出

退職給与積立預金支出
減価償却積立預金支出
会館建設積立預金支出

繰入金支出

予備費

固定資産の取得に要した支出
(基本財産としての固定資産の
取得に要した支出額を含む〉。

他会計への支出額。

次期繰越収支差額
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2 正味財産増減計算の部

(増加の部)
勘 疋 科 目

大 科 目 中 科 目

資産増加額

負債減少額

基本金減少額

前期繰越増減差額

基本財産受入額

土地増加額
建物増加額
構築物増加額
車輛運搬具増加額
什器備品増加額

借入金返済額

基本金取崩額

前期繰越増滅差額

取 扱 要 領

固定資産の場合は公正な
額。
収支計算の部の固定資産
支出額。

, (減少の部) ,.

資産減少額

負債増加額

土地売却額
建物売却額
構築物売却額
車輛運搬具売却額
什器備品売却額
建物火災損失額
建物償却額

構築物償却額
車輛運搬具償却額
什器・備品償却額

総会又は理事会等において
崩すことを決議した額。
前年度末の貸借対照表の
繰越増減差額。

売却した固定資産の帳簿価

焼失した固定資産の帳簿価
固定資産の減価償却を行う場
合の償却額。

借人金増加額
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基本金増加額

次期繰越増減差額

基本金組入額
基本財産の増加額に相当する
額及び総会又は理事会等にお
いて基本金に組入れることを
決議した剰余金の額。
正味財産の増加額合計と減少
額合計との差額。

次期繰越増減差額

貸借対照表及び財産目録にかかわる勘定科目及び取扱要領
(資産の部)

勘   定
大  科  目

取 扱 要 領
中 科 目

現金預金

受取手形
未収会費

未収収益
未収金
前払金
有価証券

土地
建物

現金, 当座預金, 普通預金,
定期預金, 郵便貯金等。 ・

当年度における未収会費のう
ち確実に回収し得るもの。

市場性のある一時的所有の株
式, 社債等。
耐用年数が1 年以上でかつ取
得価額が相当額以上の使用目
的の資産 ( 基本財産として所
有する資産については貸借対
照表にその旨を注記すること)。
固定資産の滅価償却を行う場
合の償却額につき, 間接法に
よる表示方法を採用するとき
は各科目ごとの累計額を減価
償却引当金として示すこと。

建物付属設備を含む。

流動資産

有形固定資産
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その他の固定資産

(負債の部)

構築物
車輛運搬具
什器備品
建設仮勘定

借地権
電話加入権
敷金

投資宥価証券

退職給与積立預金

滅価償却積立預金

会館建設積立預金

建設中又は製作中の有形固定
資産 ( 工事前払金, 手付金等
を含む)。

事務所等を賃借する場合の敷
金。
長期所有を目的とする株式社
債等 ( 基本財産として所有す
る有価証券を含む。 この場合
には貸借対照表にその旨を注
記すること)。
退職給与にかかわる特定預金
を設けた場合の預金額。
固定資産の再調達のため滅価
償却相当額を特定預金とした
場合の預金額。

勘  疋 科  目 取 扱 要 領
大 科 目 1 中 科 目

流動負債
支払手形
短期借入金
未払金
前受会費

l 預り金

固定負イ責
4

返済期限が1年未満の借人金。
事業費支出等の未払額。 ′
会費収入の前受額。
源泉所得税, 社会保険料等の
預り金。
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(正味財産の部)

長期借人金
退職給与引当金

返済期限が1年以一ヒの借人金。
退職給与にかかわる見積債務
額。

取 扱 要 領 
大 科 目 中 科 目

基本金

剰余金
基本金

次期繰越収支差額

( うち, 当期増加額)

次期繰越増減差額

( うち, 当期増加額)

収支計算書の6収支計算の部」
の次期繰越収支差額。
(次期繰越収支差額から, 前
期繰越収支差額を控 除した
額)。
収支計算書の 「正味財産増滅
計算の部 」 の次 期繰 越 増 減 差

額。
(次期繰越増減差額から, 前
期繰越増減差頽を控 除した
額)。

(注)

1 ここに示 した勘定科目は, 一般的なものを示 したのであり, 事業の種類に

より, その内容を示す勘定科 目を新 たに設定し, 又は必要でない勘定科日を

省略することが できる。

2 ここに示 した勘定科目の一つを二つ以上の科 目に分 けて用いることは差 し

支えない。

3 ここに示 した勘定科目のうち, 二つ以上の科 目を一つにまとめることは好

ましくない。

4 ここに示 した勘定科目は, 必要に応 じて小科目を設定することが できる。
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(昭和  年  月  日から昭和  年  月  日まで)

収入支出の予算

勘 定 科 目
予算 額

前年 度

予算 額
増 減

大科 目 中科 目 小科 日

収 人 合 計

2 ) 支出の部

勘 定 科 目
予算 額

前年 度

予算 額
増 滅 備 考

大科 目 中r } 目 51小科 目

゛J

支 出 合 計

2 借入金限度額

3 債務負担額
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別表 3
収  支  計  算  書

(昭和  年  月  日から昭和  年  月  日まで)

収支計算の部

予算 額 決算 額 差 異
l

備 考
大科 目 中科 目 小科 目 [

収 人 合 計 (4)

2 ) 支出の部

1 勘 走 科 目
予算 額 決算 額 差 異 備 考

大科 目 中科 目 小科 目

支 出 合 計 旧)

1 次期繰 越 収 支差 額 0 - ( 4) ー旧) j
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2 正味財産増滅計算の部

1 ) 増加の部

勘 定 科 目 決 算 額 備 考

大 科 目 中 科 目

1
増加 額 合 計 υ ) I

2 ) 減少の部

勘 定 科 目
決 算 額 備 考

大 科 目 中 科 目

減 少 額 合 計 区 )

次期繰 越 増 減 差 額 (日= ①)一臆)

剰 余 金 合 計 (G)= (C)+ (F )
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別表 4
貸 借 対 照 表

昭和  年  月  日

1 資産9 部

金 額
一大 科 目 1 中 科 目

流動資産

○○○ ×× ×

流 動 資 産 合 計 (4) × × ×

有形固定資産

○O○ ×× ×

有形 固 定 資 産 合 計 旧 ) ×× ×

その他の固定
資産

○○○ ×× ×

その他 の固定 資産合計 (C) ×× ×
」

固定 資産 合 計 D )一旧)+(C) ×× ×

資 産 合 計眠)一(4)+①) ×× ×
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2 負債 の部

勘

大  科

流動負偵

科   目

中  科  目

流  動  負  墳  合  計 (F)

固定負債

債  合  計 (G)

計 (H) = (F) + (G)

3 正味財産の部

勘 疋 利 目
金 額 ″大 科 目 中 科 目

基本金

剰余金

 基本金

ト==昔 ×××
×× ×

×× ×

剰 余 金 ム 計 × × × j

正 味 財 産 合 計 (1 ) 1 × × ×

負偵 及 び 正 味 財 産 合 計 (J) = (H) + m  ×× ×
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江)
基本財産( 基本金) たる資産: 土    地

投資有価証券

建物××× (帳簿価額) は長期借入金×××の担保に供している。

固定資産償却累計額:

4 補償債務, 係争事件等により会計に重大な影響を及ぼす事実がある場合に
は, その旨を記載する。
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別表 5

財  産  目  録

昭和  年  月  日

(資産の部 )
I 流動資産
1 現金預金
(1 ) 現 金

現金手許有高
(2) 当座預金

○○銀行 : ○ ○支店
(3) 普通預金

○○銀行 : ○ ○支店
2 未収会費

○○年度 年 会費××× ○ ○名
II 固定資産
1 土 地 ○○平米
2 建 物 ○○ 〃
3 構築物
4 車輛運搬具 ○○台
5 什器備品 応接セット外 6点
6 電話加入権 3本

1 7 基本財産引当貸付信託
上  ○○信託銀行: 本店

×× ×

×× ×

×× ×

×× ×

×× ×

×× ×

×× ×
×× ×

×× ×

×× ×

×× ×

資 産 ム 計「j ×× ×  "
( 負債の部 )
Ⅰ 流動負債
1 預り金

職貝に対する源泉所得税
II 固定負債
1 長期借入金

○○銀行 : ○○支店
2 退職給与引当金

×× × ×× ×

×× ×

×× ×

×× ×
負 債 ム 計口 ×× ×
正 味 財 産 ×× ×

(注) 基本財産 ( 基本金) につぃては, その旨を明瞭に表示すること。



予 算 書 総 括 表
(昭和  年  月  日から昭和  年  月  日まで)

目 合 計 一般会計 ○○特別会計 ○○特別会計

)定科目の
: 科 目別

一 計

一  1
1 斗 目 合 計 一般会計 ○○持別会計 ○○特別会計

勘定科目の
大科 目別

人 計口

当該事業年度の予算額のみそ計L する。

収 支 計 算 書 総 括 表
(昭和  年  r1  日から昭和  年  月  日まで)

(別表6 に同じ)

当該事業年度の決算額のみ計上する。
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別表 8

資産の部

科 目 合 計 一般会計 ○○特別会計

流動資産合計

有形固定資産合計

その他 の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

2 負債の部

貸借 対 照 表 総 括 表

昭和 年 月 日

○○特別会計

科 目 合 計 一般会計 ○○特別会計

流動負偵合計

固定負債存計

負債合計

3 正味財産の部

科 目 合 計 一般会計 10 0 特別会計 ]○○特別会計
基本金

剰余金合計

正味財産合計

負債及ひ正味財産合汁


